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建築課

消防法をあまり検討しないで確認申請などを出す

と、管轄消防署で引っかかることがありますので、

注意が必要です。

建築主事から○を
もらっても・・・

消防署では × に
なることも・・・

ワンポイントワンポイント

不特定多数の人が集まる場所や、一定以上の規模をもつ建物

に消火栓設備、排煙設備などの電源確保のために非常用電源

設備の設置が義務付けられています。建築基準法でも点検の

必要性や基準を建築設備定期検査業務基準指導書で定めてい

ます。消防法第１７条の３の３の規定に基づき消防長（消防署長）

宛で、「消防設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書」が提

出されます。内容は所在地や名称、用途や構造、点検者氏名他

５０項目以上の細部にわたる点検の結果報告をまとめ、報告

書にしています。

また、蓄電池設備を備えている場合別途、非常電源（蓄電池設備）

点検票を添付しています。

発電設備の点検基準と点検要領により

定期点検とその報告を定めています。

発電設備の点検基準と点検要領により

定期点検とその報告を定めています。

特定防火対象物の報告は1年に１回

総合点検と防火対策報告は義務です。
消防法により消防用設備等(附置される非常電源:

自家発電設備 ) を設置する事が義務付けられてい

る防火対象物の関係者 ( 所有者･管理者･占有者 )

は、その設置した消防用設備等定期的に点検し、その結

果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。怠

ると最高 1億円の罰金刑を科せられます。
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Law

「安心・安全」をお届けします。公共工事や各企業様のビルの自家発電設備の納入・
日常及び定期メンテナンスを担当させていただいております。

三友工業株式会社
ヤンマー株式会社特約店お

問
合
せ

FAX：(06)6392-5570
E-mail : mail@sunyou.co.jp

TEL:(06)6392-5571
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町 1丁目 14 番 37 号大阪本社

（代表）

TEL: (03)5730-4133 FAX：(03)3453-3365
〒108-0014 東京都港区芝4丁目4番10号東京支店 （代表）

三友工業ホームページ　http ://www.sunyou.co.jp
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F A X 用紙

■ご社名

■お電話番号

■ご担当者様名

★ご質問内容（なんなりと ご質問・ご相談等、ご記入ください ! ! ）

切り取り線

ま
で

非常用自家発電設備の事なら、

●ご質問・ご相談・ご用命等ございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。三友工業株式会社
ヤンマー株式会社特約店

三友工業（株）ホームページ：http://www.sunyou.co.jp
TEL: (03)5730-4133 FAX：(03)3453-3365
〒108-0014 東京都港区芝4丁目4番10号東京支店

E-mail : mail@sunyou.co.jpTEL: (06)6392-5571
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1丁目14番37号大阪本社

（代表）

（代表）

なんなりと!!なんなりと!!
FAX

三 友 新 聞 第3種郵便物不許可
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三友工業㈱
大阪市淀川区

本 社
(06)6392-5571
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▲消防法の点検項目にしたがって作業をする片寄課員＝月刊三友メンテナンス
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